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問問い合わせ先　☎　電話番号最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。
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浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号
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。

低所得の子育て世帯に
子ども1人あたり5万円の
給付金が支給されます。

厚生労働省 コールセンター ☎0120-400-903
こども家庭課 ☎（876）1280

問い合わせ

【ご注意ください】※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書をこども家庭課へ提出してください。
※給付金の支給に指定していた口座を解約しているなど、支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援
を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しま
す。以下の2つの条件にあてはまる場合は申請してください。
※両方の給付は受けることはできません。

1.対象者

2.支給額

児童１人当たり一律５万円
3.給付金の支給手続き

1.対象者

2.支給額

3.給付金の支給手続き

はい いいえ

申請不要です
令和４年４月分の児
童扶養手当の支給口
座に振り込みます。

申請してください
申請書に必要事項を記入して必要書
類とともに、こども家庭課窓口に直
接または郵送で提出してください。
受付期限は令和5年2月28日です。

令和4年４月分の児童扶養手当を受給しましたか？

ひとり親の世帯

❶令和４年３月３１日時点で18歳未満の児童
（特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)を養育する父母等
　※令和５年２月末までに生まれる新生児等も対象です。

❷令和４年度住民税（均等割）が非課税の人
または令和4年1月以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった人

児童１人当たり一律５万円

ひとり親以外の世帯

▶給付金は､申請不要で受け取れます。
▶令和4年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支　
　給している口座に令和4年７月末頃に振り込みます。通知書
　を送付しますので、支給の確認ができない人は問い合わせ
　先までご連絡お願いします。

■令和4年４月分の児童手当または
　特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人

▶給付金は、申請不要で受け取れます。
▶児童手当の認定後に、可能な限り速やかに児童手当を受給
　している口座に振り込みます。

■令和4年４月１日～令和5年２月２８日の間に浦添市で
　出生した新生児を養育している住民税非課税の人

（例）高校生のみ養育している人、収入が急変した人など

以下❶❷の両方に当てはまる人

※令和3年中の所得が未申告の人は支給できない場合があります。

ひとり親であって以下のいずれかに当てはまる人
❶令和４年４月分の児童扶養手当受給者
❷公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の
　児童扶養手当の支給を受けていない人
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労
　災年金、遺族補償などが該当します。
❸新型コロナウイルス感染症の影を受けて家計が急変す　
るなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水　
準となっている人

受付期間▶令和４年８月１日～令和５年２月２８日
▶給付金を受け取るには､申請が必要です。
▶申請書に振込先口座などを記入して､必要書類とともに
こども家庭課窓口に直接､または郵送で提出してください。

　※申請書は窓口または市ホームページから取得してください。
▶給付金の支給要件に該当する人に対して､申請内容を確
　認して指定口座に振り込みます。

上記以外の人

令和３年度住民税非課税世帯として確認書が届き、受給対
象となっている世帯、または家計急変世帯対象の給付金を受
けた場合、重複して受給することはできません。

新型コロナ非課税世帯等臨時
特別給付金コールセンター
☎0570（098）117

問い
合わせ

令和４年度 

１世帯あたり10万円 ※１世帯１回限り

▲申請書

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

　令和４年６月１日時点で浦添市に住民登録があり、令
和４年度の住民税が非課税世帯（世帯全員の住民税均
等割が非課税である世帯）の世帯主
※住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯な
　どを除く

　７月11日（予定）頃に、対象者へ確認書を送付します。
内容を確認して期限内に市へ返信してください。

1.支給対象者　

2.支給額

3.支給手続き

　令和４年１月２日から６月１日までに離婚や課税されてい
る人の死亡等によって住民税非課税世帯となった世帯は、
元配偶者等による扶養にかかわらず、「住民税非課税世帯
等に対する臨時特別給付金」の対象となります。この場合
は申請が必要です。令和4年10月14日までに申請してく
ださい。申請書類は浦添市ホームページからダウンロード
または、臨時特別給付金室窓口（浦添市安波茶２-１-３）にも
設置しています。　

高齢者活躍人材確保育成事業

TEL（098）871-0330
（公社）沖縄県シルバー人材センター連合

開催日：９月14日（水）
開催地：那覇市内／受講料：無料

学童補助スタッフ講習

浦添市内にお住いでシルバーセンターに入会を
希望する60歳以上の方 お問合せ下さい!




